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す
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台
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る
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す
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規
則
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十
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よ
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四
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の
二
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第
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号
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。
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三
項
中
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第
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項
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四
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第
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第
五
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」
に
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る
。

　

別
表
第
一
教
育
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表�
の
項
を
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り
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表
教
育
職
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表�
教
育
職
給
料
表�
の
項
を
次
の
よ
う
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。
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表
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備
考
１
中
「
、
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。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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百
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五
（
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委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
六－

三
十
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
宮
城
大
学
の
項
を
削
る
。

　

別
表
第
二
ハ
を
削
り
、
同
表
ニ
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を
「教

育
職
給
料
表
�

」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を 

に
改
め
、

同
表
ニ
を
同
表
ハ
と
し
、
同
表
ホ
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を
「教

育
職
給
料
表
�

」
に
、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を 

に
改
め
、

同
表
ホ
を
同
表
ニ
と
し
、
同
表
ヘ
か
ら
リ
ま
で
を
同
表
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
八－

四
十
三

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（3）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第25号　　 

「

２
級

11,30

     0  円

」

「

２
級

特
２
級

11,30

     0  円

11,70

     0  円

」

「

２
級

11,10

     0  円

」

「

２
級

特
２
級

11,10

     0  円

11,40

     0  円

」

　

別
表
第
一
知
事
の
項
中

「

宮

城

大

学

副

学

長

事

務

局

長

看

護

学

部

長

事

業

構

想

学

部

長

食

産

業

学

部

長

副

局

長

学

生

部

長

看

護

学

研

究

科

長

事
業
構
想
学
研
究
科
長

総
合
情
報
セ
ン
タ
ー
長

国

際

セ

ン

タ

ー

長

地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
長

一
種

二
種

四
種

五
種

」
を
削
り
、

「

県
税
事
務
所
（
仙
台
中
央 

県
税
事
務
所
を
除
く
。
）

所

長

支

所

長

四
種

」
を

「

県
税
事
務
所
（
仙
台
中
央 

県
税
事
務
所
を
除
く
。
）

所

長

地

域

事

務

所

長

支

所

長

四
種

五
種

」
に
改
め
、



同
表
教
育
委
員
会
の
項
中

同
表
県
警
察
の
項
中

　

別
表
第
二
ハ
の
表
を
削
り
、
同
表
ニ
の
表
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を
「教

育
職
給
料
表
�

」
に
改
め
、「県

立
特
別

支
援
学
校

」
の
次
に
「，

市
町
村
立
中
等
教
育
学
校

」
を
加
え
、

「
 

を

 

」　

「
 

に

 

　

」　

改
め
、
同
表
を
同
表
ハ
の
表
と
す
る
。

　

別
表
第
二
ホ
の
表
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を
「教

育
職
給
料
表
�

」
に
、

「
 

を

 

」　

「
 

に

 

　

」　

改
め
、
同
表
を
同
表
ニ
の
表
と
し
、
同
表
ヘ
の
表
か
ら
リ
の
表
ま
で
を
同
表
ホ
の
表
か
ら
チ
の
表
ま
で
と
す
る
。

　

別
表
第
三
ハ
の
表
を
削
り
、
同
表
ニ
の
表
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を
「教

育
職
給
料
表
�

」
に
、

「
 

を

 

」　

号外第25号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

「

水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

（
気
仙
沼
水
産
試
験
場
及 

び
内
水
面
水
産
試
験
場
を 

除
く
。）

所

長

部

長

三
種

五
種

」
を

「

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

所

長

」
を
削
り
、

「

農

業

実

践

大

学

校

」
を
「

農

業

大

学

校

」
に
、

「

水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

（
気
仙
沼
水
産
試
験
場
及 

び
内
水
面
水
産
試
験
場
を 

除
く
。）

所

長

副

所

長

部

長

三
種

四
種

五
種

」
に
改
め
、

「

県
立
高
等
学
校
、
県
立
中 

学
校
及
び
県
立
特
別
支
援 

学
校

校

長

教

頭

六
種

七
種

」
を

「

県
立
高
等
学
校
、
県
立
中 

学
校
及
び
県
立
特
別
支
援 

学
校

校

長

副

校

長

教

頭

六
種

七
種

」
に
、

「

市
町
村
立
中
学
校
及
び
市 

町
村
立
小
学
校

」
を

「

監

査

室

長

施

設

装

備

室

長

犯
罪
被
害
者
支
援
室
長

」
を

「

市
町
村
立
中
学
校
、
市
町 

村
立
小
学
校
及
び
市
町
村 

立
中
等
教
育
学
校

」
に
改
め
、

「

監

査

室

長

犯
罪
被
害
者
支
援
室
長

」
に
、

「

自
動
車
整
備
工
場
長

警
察
相
談
セ
ン
タ
ー
所

長　情

報

管

理

調

査

官

」
を
「

自
動
車
整
備
工
場
長

相

談

指

導

官

情

報

管

理

調

査

官

」
に
改
め
る
。

　
44,100円

。
た
だ
し
，
次
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
，
イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
と
す
る
。

七
種

３
　
級

 52,900円
　
県
立
高
等
学
校
等
の
教
頭
の
職
で
人
事
委
員
会
が
定

め
る
職
員

イ

 35,300円

　
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
の
特
別

措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
46年

宮
城
県
条
例
第
47

号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
教
職
調
整
額
の
支
給

を
受
け
る
職
員

ロ

52,900円
六

種

３
　
級

　
44,100円

。
た
だ
し
,県
立
高
等
学
校
等
の
教
頭
の
職
で
人
事
委
員
会
が
定

め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
52,900円

。
七

種

　
43,700円

。
た
だ
し
，
次
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
，
イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
と
す
る
。

七
種

３
　
級

 52,500円
　
県
立
中
学
校
等
の
教
頭
の
職
で
人
事
委
員
会
が
定
め

る
職
員

イ

 35,000円
　
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
の
特
別

措
置
に
関
す
る
条
例
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
教
職

調
整
額
の
支
給
を
受
け
る
職
員

ロ

52,500円
六

種

３
　
級

　
43,700円

。
た
だ
し
,県
立
中
学
校
等
の
教
頭
の
職
で
人
事
委
員
会
が
定
め

る
職
員
に
あ
つ
て
は
52,500円

。
七

種

　
34,600円

。
た
だ
し
,次
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
,イ
又
は
ロ
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
と
す
る
。

七
種

３
　
級

 41,500円
　
県
立
高
等
学
校
等
の
教
頭
の
職
で
人
事
委
員
会
が
定

め
る
職
員

イ

27,700円
　
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
の
特
別

措
置
に
関
す
る
条
例
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
教
職

調
整
額
の
支
給
を
受
け
る
職
員

ロ



「
 

に

 

　

」　

改
め
、
同
表
を
同
表
ハ
の
表
と
す
る
。

　

別
表
第
三
ホ
の
表
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を
「教

育
職
給
料
表
�

」
に
、

「
 

を

 

」　

「
 

に

 

　

」　

改
め
、
同
表
を
同
表
ニ
の
表
と
し
、
同
表
ヘ
の
表
か
ら
リ
の
表
ま
で
を
同
表
ホ
の
表
か
ら
チ
の
表
ま
で
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

○
人
事
委
員
会
規
則
七－

二
十－

十

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事

委
員
会
規
則
七－

二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
ロ
の
表
第
一
号
区
分
の
項
第
一
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
給
与
条
例
（
以
下
「
平

成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
と
い
う
。）」
を
「
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
給
与
条
例
（
以
下
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
平
成
二
十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条

例
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
区
分
の
項
第
一
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十

九
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
給
与
条
例
（
以
下
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
と
い
う
。）」
に
改

め
、
同
表
第
三
号
区
分
の
項
第
二
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
平
成
二

十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
区
分
の
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後

の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
平
成
二
十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

四
の
二　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
給
与
条
例
（
以
下
「
平
成
二
十
一
年
四
月
以
後
の
給
与

条
例
」
と
い
う
。）
の
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
つ
た
も

の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

　

別
表
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第
五
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
平

成
二
十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二　

平
成
二
十
一
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
四
級
で
あ
つ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

　

別
表
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
九
年

四
月
以
後
平
成
二
十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二　

平
成
二
十
一
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
四
級
で
あ
つ
た
も
の
（
第
四
号
区
分
の
項
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）
の
う
ち
人
事
委
員
会

の
定
め
る
も
の

　

別
表
ロ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
第
五
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
平

成
二
十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二　

平
成
二
十
一
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
四
級
で
あ
つ
た
も
の
（
第
四
号
区
分
の
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）
の
う
ち
人
事
委
員
会

の
定
め
る
も
の

　

別
表
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
第
三
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
平

成
二
十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
の
二　

平
成
二
十
一
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
三
級
で
あ
つ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
四
級
で
あ
つ
た
も
の
（
第
四
号
区
分
の

項
第
四
号
の
二
及
び
第
五
号
区
分
の
項
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

　

別
表
ロ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
第
四
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
平

成
二
十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二　

平
成
二
十
一
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
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41,500円
六

種

３
　
級

　
34,600円

。
た
だ
し
,県
立
高
等
学
校
等
の
教
頭
の
職
で
人
事
委
員
会
が
定

め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
41,500円

。
七

種

　
33,900円

。
た
だ
し
,次
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
,イ
又
は
ロ
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
,そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
と
す
る
。

七
種

３
　
級

40,700円
　
県
立
中
学
校
等
の
教
頭
の
職
で
人
事
委
員
会
が
定
め

る
職
員

イ

27,100円
　
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
の
特
別

措
置
に
関
す
る
条
例
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
教
職

調
整
額
の
支
給
を
受
け
る
職
員

ロ

40,700円
六

種

３
　
級

　
33,900円

。
た
だ
し
,県
立
中
学
校
等
の
教
頭
の
職
で
人
事
委
員
会
が
定
め

る
職
員
に
あ
つ
て
は
40,700円

。
七

種



務
の
級
が
三
級
で
あ
つ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
四
級
で
あ
つ
た
も
の
（
第
四
号
区
分
の

項
第
五
号
の
二
及
び
第
五
号
区
分
の
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

　

別
表
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
九
年

四
月
以
後
平
成
二
十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二　

平
成
二
十
一
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
三
級
で
あ
つ
た
も
の
（
第
六
号
区
分
の
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

　

別
表
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
第
五
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
平

成
二
十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二　

平
成
二
十
一
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
三
級
で
あ
つ
た
も
の
（
第
六
号
区
分
の
項
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

　

別
表
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第
三
号
及
び
同
第
四
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
九

年
四
月
以
後
平
成
二
十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二　

平
成
二
十
一
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
二
級
で
あ
つ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
特
二
級
で
あ
つ
た
も
の

　

別
表
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第
五
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
平

成
二
十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二　

平
成
二
十
一
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
二
級
で
あ
つ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
又
は
特
二
級
で
あ
つ
た
も
の

　

別
表
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
九
年

四
月
以
後
平
成
二
十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二　

平
成
二
十
一
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
一
級
又
は
二
級
で
あ
つ
た
も
の
（
第
八
号
区
分
の
項
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）
の
う
ち
人

事
委
員
会
の
定
め
る
も
の

　

別
表
ロ
の
表
第
九
号
区
分
の
項
第
五
号
中
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
九
年
四
月
以
後
平

成
二
十
一
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二　

平
成
二
十
一
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
二
級
で
あ
つ
た
も
の
（
第
八
号
区
分
の
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）
の
う
ち
人
事
委
員
会

の
定
め
る
も
の

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
一
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
一－

十
八

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
一
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
一
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
を
削
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
教
育
職
給
料
表�
」
を
「
教
育
職
給
料
表�
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
教
頭
」

を
「
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
市
町
村
立
の
」
の
下
に
「
中
等
教
育
学
校
又
は
」
を
、

「
教
頭
」
の
下
に
「
、
主
幹
教
諭
」
を
、「
講
師
」
の
下
に
「（
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。）」
を

加
え
、
同
条
を
第
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
教
育
職
給
料
表�
の
適
用
範
囲
）

第
三
条　

教
育
職
給
料
表�
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
適
用
す
る
。

一　

県
立
の
中
学
校
又
は
市
町
村
立
の
中
学
校
若
し
く
は
小
学
校
に
勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、

教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
び
講
師

二　

市
町
村
立
の
中
等
教
育
学
校
に
勤
務
す
る
主
幹
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
の
う
ち
、
高
等
学
校
の
教
員

の
免
許
状
を
有
し
な
い
者
及
び
当
該
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
教
科
を
担
任
せ
ず
、
か
つ
、
進
路
指
導
そ
の

他
当
該
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
業
務
に
従
事
し
な
い
者

　

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
九
条
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三－

四
十
九

号外第25号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）



　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
八
条
第
一
号
中
「
教
授
、
助
教
授
、」
を
削
る
。

　

第
二
十
三
条
第
五
項
、
第
二
十
四
条
第
四
項
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
三
十
五
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
教
育
職
給
料
表�
」
を
「
教
育
職
給
料
表�
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
教
育
職
給
料
表�
」
を
「
教
育
職
給
料
表�
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号

と
し
、
同
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

別
表
第
一
ハ
の
表
を
削
り
、
同
表
ニ
の
表
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を
「教

育
職
給
料
表
�

」
に
、

「
 

を　
　
　

 

」　

　
　
　

「
 

に
改
め
、

 

」　
　
　
　

同
表
を
同
表
ハ
の
表
と
し
、
同
表
ホ
の
表
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を
「教

育
職
給
料
表
�

」
に
、

「
 

を　
　
　

 

」　

　
　
　

「
 

に
改
め
、

 

」　
　
　
　

同
表
を
同
表
ニ
の
表
と
し
、
同
表
ヘ
の
表
か
ら
リ
の
表
ま
で
を
同
表
ホ
の
表
か
ら
チ
の
表
ま
で
と
す
る
。

に
改
め
、
同
表
注�
中
「船

舶
通
信
士

」
を
「通

信
長

」
に
、「船

舶
職
員
法

」
を
「船

舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者

法
施
行
令

（昭
和
58   年

政
令
第
13   号

）」
に
、「「各

手

」
を
「，

「各
手

」
に
改
め
、
同
表
ハ
の
表
を
削
り
、
同
表
ニ
の

表
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

（7）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第25号　　 

１
　
高
等
学
校
の
助
教
諭
，
養
護
助
教
諭
，
講
師
，
実
習
助
手
又
は
寄
宿
舎
指
導
員

の
職
務

２
　
特
別
支
援
学
校
の
助
教
諭
，
養
護
助
教
諭
，
講
師
，
実
習
助
手
又
は
寄
宿
舎
指

導
員
の
職
務

 １
　
級

高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
教
諭
，
養
護
教
諭
又
は
栄
養
教
諭
の
職
務

 ２
　
級

高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
教
頭
の
職
務

３
　
級

高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
校
長
の
職
務

４
　
級

１
　
高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
助
教
諭
，
養
護
助
教
諭
，
講
師
，
実
習
助
手

又
は
寄
宿
舎
指
導
員
の
職
務

２
　
中
等
教
育
学
校
の
助
教
諭
，
養
護
助
教
諭
又
は
講
師
の
職
務

 １
　
級

高
等
学
校
，
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
教
諭
，
養
護
教
諭
又
は
栄
養
教

諭
の
職
務

 ２
　
級

高
等
学
校
，
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
主
幹
教
諭
の
職
務

特
２
級

高
等
学
校
，
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
副
校
長
又
は
教
頭
の
職
務

３
　
級

高
等
学
校
，
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
校
長
の
職
務

４
　
級

中
学
校
又
は
小
学
校
の
教
諭
，
養
護
教
諭
又
は
栄
養
教
諭
の
職
務

 ２
　
級

中
学
校
又
は
小
学
校
の
教
頭
の
職
務

３
　
級

中
学
校
又
は
小
学
校
の
教
諭
，
養
護
教
諭
又
は
栄
養
教
諭
の
職
務

 ２
　
級

中
学
校
又
は
小
学
校
の
主
幹
教
諭
の
職
務

特
２
級

中
学
校
又
は
小
学
校
の
副
校
長
又
は
教
頭
の
職
務

３
　
級

　

別
表
第
二
イ
の
表
備
考
第
二
項
の
表
中

「

１
等
航
海
士

１
等
機
関
士

２
等
航
海
士

２
等
機
関
士

船
舶
通
信
士

」
を

「

１
等
航
海
士

１
等
機
関
士

２
等
航
海
士

２
等
機
関
士

通
信
長

」



ニ

　

教
育
職
給
料
表
�
級
別
資
格
基
準
表

　

別
表
第
二
ニ
の
表
を
同
表
ハ
の
表
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

 

号外第25号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）

職
　
　
　
務
　
　
　
の
　
　
　
級

学
歴
免
許
等

職
　
　
　
種

４
　
　
級

３
　
　
級

特
　２
　級

２
　
　
級

１
　
　
級

別
に

定
め
る

別
に

定
め
る

7　
大
学
卒

校
長

 7
0

別
に

定
め
る

別
に

定
め
る

10　
短
大
卒

10
0

別
に

定
め
る

7　
大
学
卒

副
校

長
 7

0

別
に

定
め
る

10　
短
大
卒

10
0

別
に

定
め
る

7　
大
学
卒

教
頭

 7
0

別
に

定
め
る

10　
短
大
卒

10
0

7　
大
学
卒

主
幹
教
諭

 7
0

10　
短
大
卒

10
0

大
学
卒

教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

0

2.5
短
大
卒

2.5
0

別
に

定
め
る

大
学
卒

助
教

諭

養
護

助
教

諭

講
師

実
習
助
手

寄
宿

舎
指

導
員

0

別
に

定
め
る

短
大
卒
0

別
に

定
め
る

高
校
卒
0



　
ニ

　

教
育
職
給
料
表
�
級
別
資
格
基
準
表

 

　

別
表
第
二
ホ
の
表
を
削
り
、
同
表
ヘ
の
表
を
同
表
ホ
の
表
と
し
、
同
表
ト
の
表
か
ら
リ
の
表
ま
で
を
同
表
ヘ
の
表
か

ら
チ
の
表
ま
で
と
す
る
。

　

別
表
第
六
イ
の
表
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、

同
表
備
考
第
四
項
中
「船

舶
通
信
士

」
を
「通

信
長

」
に
改
め
、
同
表
ハ
の
表
を
削
り
、
同
表
ニ
の
表
中
「教

育
職
給

料
表
�

」
を
「教

育
職
給
料
表
�

」
に
改
め
、
同
表
を
同
表
ハ
の
表
と
し
、
同
表
ホ
の
表
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を

「教
育
職
給
料
表
�

」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を
「教

育
職
給
料
表
�

」
に
改
め
、
同
表
を
同

表
ニ
の
表
と
し
、
同
表
ヘ
の
表
か
ら
リ
の
表
ま
で
を
同
表
ホ
の
表
か
ら
チ
の
表
ま
で
と
す
る
。

　

別
表
第
七
ハ
の
表
を
削
り
、
同
表
ニ
の
表
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を
「教

育
職
給
料
表
�

」
に
、

 

（9）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第25号　　 

職
　
　
　
務
　
　
　
の
　
　
　
級

学
歴
免
許
等

職
　
　
　
種

４
　
　
級

３
　
　
級

特
　２
　級

２
　
　
級

１
　
　
級

別
に

定
め
る

別
に

定
め
る

7　
大
学
卒

校
長

 7
0

別
に

定
め
る

別
に

定
め
る

10　
短
大
卒

10
0

別
に

定
め
る

7　
大
学
卒

副
校

長
 7

0

別
に

定
め
る

10　
短
大
卒

10
0

別
に

定
め
る

7　
大
学
卒

教
頭

 7
0

別
に

定
め
る

10　
短
大
卒

10
0

7　
大
学
卒

主
幹
教
諭

 7
0

10　
短
大
卒

10
0

大
学
卒

教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

0

短
大
卒

0別
に

定
め
る

大
学
卒

助
教

諭

養
護

助
教

諭

講
師

0

別
に

定
め
る

短
大
卒
0

別
に

定
め
る

高
校
卒
0

備
考　
こ
の
表
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
職
員
の
経
験
年
数
に
つ
い
て
は
，
教
育
職
給
料
表
�
級
別
資
格
基
準

表
の
備
考
第
1項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

「

１
等
航
海
士

１
等
機
関
士

２
等
航
海
士

２
等
機
関
士

船
舶
通
信
士

」
を

「

１
等
航
海
士

１
等
機
関
士

２
等
航
海
士

２
等
機
関
士

通
信
長

」

３
　
級

特
２
級

２
　
級

「
３
　
級

２
　
級

「

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1



 

 

号外第25号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

2
1

2

1
1

3
1

3

1
1

4
1

4

1
1

5
1

5

2
2

6
1

6

3
3

7
1

7

4
4

8
1

8

5
5

9
1

9

6
6

10
1

10

7
7

11
1

11

8
8

12
1

12

9
9

13
1

13

10
10

14
1

14

11
11

15
1

15

12
12

16
1

16

13
13

17
1

17

14
14

18
1

18

15
15

19
1

19

16
16

20
1

20

17
17

21
1

21

18
18

22
1

22

19
19

23
1

23

20
20

24
1

24

21
21

25
1

      25

22
22

26
1

26

23
23

27
1

27

24
24

28
1

28

25
25

29
1

29

26
26

29
1

29

27
27

30
1

30

28
28

30
1

30

29
29

31
1

31

30
30

31
2

31

31
31

32
3

32

32
32

32
4

32

33
33

33
5

33

34
34

34
6

34

35
35

35
7

35

36
36

36
8

36

37
37

37
9

37

38
38

37
10

37

39
39

38
11

38

40
40

38
12

38

41
41

39
13

39

42
42

39
14

39

43
43

40
15

40

44
44

40
16

40

45
45

41
17

41

46
46

41
18

41

47
47

42
19

42

48
48

42
20

42

49
49

43
21

43

50
50

43
22

43

51
51

44
23

44

52
52

44
24

44

53
53

45
25

45

54
54

45
26

45

に
改
め
、

を



 

 

（11）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第25号　　 
55

55
46

27
46

56
56

46
28

46

57
57

47
29

47

58
58

47
30

47

59
59

48
31

48

60
60

48
32

48

61
61

49
33

49

61
62

49
34

49

62
63

50
35

50

62
64

50
36

50

63
65

51
37

51

63
66

51
38

51

64
67

52
39

52

64
68

52
40

52

65
69

53
41

53

66
70

53
42

53

67
71

54
43

54

68
72

54
44

54

69
73

55
45

55

69
74

55
46

55

70
75

56
47

56

70
76

56
48

56

71
77

57
49

57

71
78

57
49

57

72
79

58
50

58

72
80

58
50

58

73
81

59
51

59

73
81

59
51

59

74
82

60
52

60

74
82

60
52

60

75
83

61
53

61

83
61

53
61

84
61

54
61

84
61

54
61

85
62

55
62

85
62

55
62

86
62

56
62

86
62

56
62

87
63

57
63

87
63

57
63

88
63

58
63

88
63

58
63

89
64

59
64

89
64

59
64

90
64

60
64

90
64

60
64

91
65

61
65

91
65

61
65

92
65

61
65

92
65

61
65

93
65

62
65

93
65

62
65

94
65

62
65

94
66

62
66

95
66

63
66

95
66

63
66

96
66

63
66

96
66

63
66

97
66

64
66

97
66

64
66



同
表
を
同
表
ハ
の
表
と
し
、
同
表
ホ
の
表
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を
「教
育
職
給
料
表
�

」
に
、

 

 

号外第25号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （12）
97

67
64

67

98
67

64
67

98
67

65
67

98
67

65
67

99
67

65
67

99
67

66
67

99
67

66
67

100
68

66
68

100
68

67
68

100
68

67
68

101
68

67
68

68
68

68
68

68
68

」
69

」
69

３
　
級

特
２
級

２
　
級

「
３
　
級

２
　
級

「

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

2
1

2
1

2

3
1

3
1

3

4
1

4
1

4

5
1

5
1

5

6
1

6
1

6

7
1

7
1

7

8
1

8
1

8

9
1

9
1

9

10
1

10
1

10

11
1

11
1

11

12
1

12
1

12

13
1

13
1

13

14
1

14
1

14

15
1

15
1

15

16
1

16
1

16

17
1

17
1

17

18
1

18
1

18

19
1

19
1

19

20
1

20
1

20

21
1

21
1

21

22
1

22
1

22

23
1

23
1

23

24
1

24
1

24

25
1

25
1

25

26
1

26
1

26

27
1

27
1

27

28
1

28
1

28

29
1

29
1

29

30
2

30
1

30

31
3

31
1

31

32
4

32
1

32

33
5

33
1

33

34
6

34
1

34



 

 

（13）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第25号　　 
35

7
35

1
35

36
8

36
1

36

37
9

37
1

37

38
10

38
1

38

39
11

39
1

39

40
12

40
1

40

41
13

41
1

41

42
14

41
2

41

43
15

42
3

42

44
16

42
4

42

45
17

43
5

43

46
18

43
6

43

47
19

44
7

44

48
20

44
8

44

49
21

45
9

45

50
22

46
10

46

51
23

47
11

47

52
24

48
12

48

53
25

49
13

49

54
26

49
14

49

55
27

50
15

50

56
28

50
16

50

57
29

51
17

51

58
30

51
18

51

59
31

52
19

52

60
32

52
20

52

61
33

53
21

53

62
34

53
22

53

63
35

54
23

54

64
36

54
24

54

65
37

55
25

55

66
38

55
26

55

67
39

56
27

56

68
40

56
28

56

69
41

57
29

57

70
42

57
30

57

71
43

58
31

58

72
44

58
32

58

73
45

59
33

59

73
46

59
34

59

74
47

60
35

60

74
48

60
36

60

75
49

61
37

61

75
50

61
38

61

76
51

61
39

61

76
52

62
40

62

77
53

62
41

62

78
54

62
42

62

79
55

63
43

63

80
56

63
44

63

81
57

63
45

63

81
58

64
46

64

82
59

64
47

64

82
60

64
48

64

83
61

65
49

65

83
62

65
50

65

84
63

65
51

65

84
64

65
52

65

85
65

66
53

66

86
66

66
54

66

に
改
め
、

を



 

同
表
を
同
表
ニ
の
表
と
し
、
同
表
ヘ
の
表
か
ら
リ
の
表
ま
で
を
同
表
ホ
の
表
か
ら
チ
の
表
ま
で
と
す
る
。

号外第25号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （14）
87

67
66

55
66

88
68

66
56

66

89
69

67
57

67

90
70

67
58

67

91
71

67
59

67

92
72

67
60

67

93
73

68
61

68

74
68

61
68

75
68

62
68

76
68

62
68

77
69

63
69

77
69

63
69

78
69

64
69

78
69

64
69

79
70

65
70

79
70

66
70

80
70

67
70

80
70

68
70

81
71

69
71

82
71

69
71

83
71

70
71

84
71

70
71

85
72

71
72

86
71

87
72

88
72

89
73

89
73

90
74

90
74

91
75

91
75

92
76

92
76

93
77

94
77

95
78

96
78

97
79

98
79

99
80

100
80

101
81

101
81

102
82

102
82

103
83

103
83

104
84

104
84

105
85

106
86

107
87

108
88

109
89

109
90

109
91

109
92

」
109

」
93



　
　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
昇
格
の
場
合
の
号
俸
の
特
例
）

２　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
に
教
育
職
給
料
表�
の
職
務
の
級
二
級
か
ら
三
級

又
は
教
育
職
給
料
表�
の
職
務
の
級
二
級
か
ら
三
級
に
職
員
を
昇
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
俸
は
、
当

分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
七
―
三
十
三
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）
第
二
十
三
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。    

３　

施
行
日
以
後
に
教
育
職
給
料
表�
の
職
務
の
級
特
二
級
か
ら
三
級
又
は
教
育
職
給
料
表�
の
職
務
の
級
特
二
級
か

ら
三
級
に
職
員
を
昇
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
俸
は
、
当
分
の
間
、
新
規
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
六
（
産
業
教
育
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
六－

八

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
六
（
産
業
教
育
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
六
（
産
業
教
育
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
教
頭
」
を
「
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

○
人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十－

八

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

四
十
（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
掲
げ
る
職
員
の
」
を
「
掲
げ
る
者
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
教
員
（
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信

制
の
課
程
に
関
す
る
校
務
を
整
理
す
る
教
頭
を
除
く
。）
の
う
ち
、
定
時
制
教
育
に
従
事
す
る
職
員
」
を
「
主
幹
教
諭
、

教
員
及
び
実
習
助
手
の
う
ち
、
定
時
制
教
育
に
従
事
す
る
者
」
に
、「
及
び
通
信
教
育
に
従
事
す
る
職
員
」
を
「
又
は

通
信
教
育
に
従
事
す
る
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
及
び
教
員
」
を
「
、
副
校
長
及
び
教
頭
」
に
、「
及
び
夜
間

課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
関
す
る
校
務
を
整
理
す
る
教
頭
の
職
を
占
め
る
職
員
」
を
「
、
副
校
長
（
本
務
と
し
て
夜

間
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
関
す
る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
者
に
限
る
。）
及
び
教
頭
（
夜
間
課
程
又
は
通
信
制
の
課

程
に
関
す
る
校
務
を
整
理
す
る
者
に
限
る
。）
の
職
を
占
め
る
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
及
び
教
員
」
を
「
、

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
教
員
及
び
実
習
助
手
」
に
、「
職
員
以
外
の
職
員
」
を
「
者
以
外
の
者
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
一
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

○
人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
一－

二
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
一
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

四
十
一
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

  
（
職
員
の
範
囲
）

第
三
条　

給
与
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
は
、
前
条
に
規
定
す 

る
職
に
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て
、
そ
の
採
用
が
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定 

す
る
大
学
（
以
下
「
大
学
」
と
い
う
。）
卒
業
の
日
か
ら
三
十
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
（
旧
専
門
学
校
令
に 

よ
る
専
門
学
校
等
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
卒
業
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準

ず
る
期
間
。
以
下
「
経
過
期
間
」
と
い
う
。）
内
に
行
わ
れ
た
職
員
と
す
る
。

　

第
四
条
第
一
号
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
」
に
、「
同
項
各
号
」
を
「
同
条
各
号
」
に
改
め
、「
、
又
は
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
か
ら
異
動
し
た
職
員
及
び
同
項
に
規
定
す
る
職
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
か
ら
異
動

し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、「
及
び
当
該
経
過
期
間
内
に
新
た
に
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
医
師
法
に
規
定
す
る
医
師
免
許
証
又
は
歯
科
医
師
法
に
規
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定
す
る
歯
科
医
師
免
許
証
を
有
す
る
も
の
」
を
削
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
」
を
削
り
、「
そ
れ
ぞ
れ
職
員
勤
務
時
間
条
例

第
二
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又

は
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
十
四
条
」
を
削
る
。

　

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
別
表

（第
六
条
関
係

）

 

号外第25号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （16）

３
号
職
員

２
号
職
員

１
号
職
員

 
職
員
の
区
分

期
間
の
区
分

円
306,000

円
365,500

円
410,900

１
年
未
満

306,000
365,500

410,900
１
年
以
上
　
２
年
未
満

306,000
365,500

410,900
２
年
以
上
　
３
年
未
満

306,000
365,500

410,900
３
年
以
上
　
４
年
未
満

306,000
365,500

410,900
４
年
以
上
　
５
年
未
満

306,000
365,500

410,900
５
年
以
上
　
６
年
未
満

306,000
365,500

410,900
６
年
以
上
　
７
年
未
満

306,000
365,500

410,900
７
年
以
上
　
８
年
未
満

306,000
365,500

410,900
８
年
以
上
　
９
年
未
満

306,000
365,500

410,900
９
年
以
上
　
10年

未
満

306,000
365,500

410,900
10年

以
上
　
11年

未
満

306,000
365,500

410,900
11年

以
上
　
12年

未
満

306,000
365,500

410,900
12年

以
上
　
13年

未
満

306,000
365,500

410,900
13年

以
上
　
14年

未
満

306,000
365,500

410,900
14年

以
上
　
15年

未
満

306,000
365,500

410,900
15年

以
上
　
16年

未
満

302,700
361,500

406,500
16年

以
上
　
17年

未
満

299,400
357,500

402,100
17年

以
上
　
18年

未
満

296,100
353,500

397,700
18年

以
上
　
19年

未
満

292,800
349,500

393,300
19年

以
上
　
20年

未
満

289,500
345,500

388,900
20年

以
上
　
21年

未
満

275,800
328,700

369,600
21年

以
上
　
22年

未
満

261,800
311,600

349,900
22年

以
上
　
23年

未
満

248,400
295,000

330,700
23年

以
上
　
24年

未
満

234,600
278,100

311,400
24年

以
上
　
25年

未
満

221,000
261,300

292,000
25年

以
上
　
26年

未
満

203,400
240,600

269,400
26年

以
上
　
27年

未
満

186,400
220,300

247,200
27年

以
上
　
28年

未
満

169,200
200,000

224,900
28年

以
上
　
29年

未
満

151,600
179,300

202,200
29年

以
上
　
30年

未
満

133,700
157,500

177,500
30年

以
上
　
31年

未
満

115,500
135,600

152,700
31年

以
上
　
32年

未
満

97,700
114,000

128,200
32年

以
上
　
33年

未
満

71,700
82,200

90,200
33年

以
上
　
34年

未
満

47,500
52,500

55,000
34年

以
上
　
35年

未
満

備
考１
　
こ
の
表
に
お
い
て
期
間
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
は
，
採
用
の
日
又
は
第
４
条
各
号
の
職
員
と
な
っ
た

日
以
後
の
期
間
を
示
す
。

２
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
１
号
職
員
」
と
は
，
第
２
条
第
１
号
の
職
を
占
め
る
職
員
を
，「
２
号
職
員
」
と
は
，

同
条
第
２
号
の
職
を
占
め
る
職
員
を
，「
３
号
職
員
」
と
は
，
同
条
第
３
号
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
六
（
休
職
者
の
給
与
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
六－
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
六
（
休
職
者
の
給
与
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

四
十
六
（
休
職
者
の
給
与
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
、
期
末
特
別
手
当
」
を
削
る
。

　

第
二
条
中
「
及
び
期
末
特
別
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

五
十
三－

十
八

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条　

削
除　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

第
三
条
中
「
人
事
委
員
会
規
則
」
を
「
規
則
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
の
見
出
し
中
「
第
十
一
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
」
に
改
め
、「
規
則
で
定
め
る
」
を
削
る
。

　

第
九
条
第
一
号
中
「（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
地
域
手
当
支
給
地
域
等
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、「
地
域

手
当
支
給
地
域
等
」
を
「
給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
中
一
級
地
か
ら
四
級
地
ま
で
に
掲
げ
る
地
域
若
し
く

は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
署
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
地
域
手
当
支
給
地
域
等
」
と
い
う
。）」
に
改

め
、
同
条
各
号
中
「
当
該
異
動
又
は
移
転
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
」
を
「
職
員
が
在
勤
し
て

い
た
期
間
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

　

別
表
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

七
十
八
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

七
十
八－

十
二

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

七
十
八
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

七
十
八
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
教
頭
」
を
「
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
号
中
「
教
育
職
給
料
表�
」
を
「
教
育
職
給
料
表�
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
教
育
職
給
料
表�
」

を
「
教
育
職
給
料
表�
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を
「教

育
職
給
料
表
�

」
に
、

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

 

（17）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第25号　　 

２
　
　
級

円
4,200

4,500

4,700

5,000

5,200

5,500

5,800

6,000

6,200

6,600

特
　２
　級

２
　
級

円
6,800

円
4,200

7,400
4,500

7,700
4,700

7,900
5,000

8,700
5,200

9,000
5,500

9,300
5,800

9,900
6,000

10,100
6,200

10,700
6,600



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

別
表
第
二
中
「教

育
職
給
料
表
�

」
を
「教

育
職
給
料
表
�

」
に
、

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

 

号外第25号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （18）
7,100

7,400

7,700

8,300

8,600

8,900

9,600

9,900

10,200

10,500

10,800

11,100

11,400

11,600

11,800

12,200

12,400

12,600

12,900

13,100

13,300

13,400

13,600

13,700

13,900

14,000

14,100

14,300

14,400

14,500

10,900
7,100

11,100
7,400

11,400
7,700

11,600
8,300

12,000
8,600

12,200
8,900

12,700
9,600

12,900
9,900

13,100
10,200

13,400
10,500

13,600
10,800

13,700
11,100

13,900
11,400

14,100
11,600

14,300
11,800

14,400
12,200

14,400
12,400

14,500
12,600

12,900

13,100

13,300

13,400

13,600

13,700

13,900

14,000

14,100

14,300

14,400

14,500

14,600

7,700

14,600

8,900
7,700

２
　
　
級

円
5,000

5,200

5,500

5,800

6,000

6,200

6,600

7,100

7,400

7,700

8,300

8,600

8,900

9,600

9,900

10,200

10,500

10,800

11,100

11,400

11,600

11,800

12,200

特
　２
　級

２
　
級

円
6,800

円
5,000

7,400
5,200

7,700
5,500

7,900
5,800

8,700
6,000

9,000
6,200

9,300
6,600

9,900
7,100

10,100
7,400

10,700
7,700

10,900
8,300

11,100
8,600

11,400
8,900

11,600
9,600

12,000
9,900

12,200
10,200

12,700
10,500

12,900
10,800

13,100
11,100

13,400
11,400

13,600
11,600

13,700
11,800

13,900
12,200



　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
十
七
（
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
料
月
額
）
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

百
十
七－

四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
十
七
（
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
料
月
額
）
を
廃
止
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
十
七
（
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
料
月
額
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
二
十
一
（
期
末
特
別
手
当
）
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

百
二
十
一－

九

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
二
十
一
（
期
末
特
別
手
当
）
を
廃
止
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
二
十
一
（
期
末
特
別
手
当
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
二
十
二
（
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

百
二
十
二－

三　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
二
十
二
（
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

百
二
十
二
（
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
号
中
「
第
四
条
の
二
若
し
く
は
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
三
（
最
高
の
号
俸
を
超
え
る
給
料
月
額
等
を
受
け
る
職
員
の
給
料
の
切
替
え
）
を
廃

止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

（19）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第25号　　 
12,400

12,600

12,900

13,100

13,300

13,400

13,600

13,700

13,900

14,000

14,100

14,300

14,400

14,500

14,600

7,700

14,100
12,400

14,300
12,600

14,400
12,900

14,400
13,100

14,500
13,300

13,400

13,600

13,700

13,900

14,000

14,100

14,300

14,400

14,500

14,600

8,900
7,700



〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
三－

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
三
（
最
高
の
号
俸
を
超
え
る
給
料
月
額
等
を
受
け
る
職
員
の
給
料
の
切
替
え
）

を
廃
止
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
三
（
最
高
の
号
俸
を
超
え
る
給
料
月
額
等
を
受
け
る
職
員
の
給
料
の
切
替
え
）
は
、

廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
四
（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
四－

四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
四
（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

百
三
十
四
（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
及
び
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

七－

九

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
ト�
中
「
教
育
職
給
料
表�
、」
を
削
り
、「
及
び
」
を
「
又
は
」

に
改
め
、「
又
は
教
育
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
九－

六
（
大
学
教
員
等
が
営
利
企
業
役
員
等
の
職
を
兼
ね
る
場
合
に
お
け
る
営
利
企
業
等
の
従
事

制
限
に
つ
い
て
の
許
可
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
九－

六－

一

大
学
教
員
等
が
営
利
企
業
役
員
等
の
職
を
兼
ね
る
場
合
に
お
け
る
営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
に
つ
い
て
の
許
可

基
準

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
規
則
九－

六
（
大
学
教
員
等
が
営
利
企
業
役
員
等
の
職
を
兼
ね
る
場
合
に
お
け
る
営
利
企
業
等
の
従

事
制
限
に
つ
い
て
の
許
可
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
中
「
大
学
教
員
等
」
を
「
研
究
職
員
」
に
改
め
る
。

　

第
一
条
中
「
大
学
教
員
及
び
」、「（
以
下
「
大
学
教
員
等
」
と
い
う
。）」
及
び
「
技
術
移
転
兼
業
、」
を
削
り
、「
技

術
移
転
兼
業
等
」
を
「
研
究
成
果
活
用
兼
業
等
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
大
学
教
員
等
」
を
「
研

究
職
員
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
大
学
教
員
等
」
を
「
研
究

職
員
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
大
学
教
員
等
」
を
「
研
究
職
員
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
四
号
と
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
技
術
移
転
兼
業
等
」
を
「
研
究
成
果
活
用
兼
業
等
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
大
学
教
員
等
」

を
「
研
究
職
員
」
に
改
め
、「
技
術
移
転
事
業
者
、」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
大
学
教
員
等
」
を
「
研

究
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
各
号
」
を
「
前
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一

号
及
び
第
二
号
中
「
大
学
教
員
等
」
を
「
研
究
職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
大
学
教
員
等
」
を
「
研
究
職
員
」

に
改
め
、「
県
立
大
学
又
は
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
大
学
教
員
等
」
を
「
研
究
職

員
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

　

別
表
第
六
号
中
「
林
業
試
験
場
」
を
「
林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
第
七
号
中
「
水
産
研
究
開
発
セ

ン
タ
ー
」
を
「
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
第
八
号
中
「
気
仙
沼
水
産
試
験
場
」
を
「
水
産
技
術
総
合

セ
ン
タ
ー
気
仙
沼
水
産
試
験
場
」
に
改
め
、
同
表
第
九
号
中
「
内
水
面
水
産
試
験
場
」
を
「
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

内
水
面
水
産
試
験
場
」
に
改
め
、
同
表
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
削
る
。
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一－

九
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一－

三
十
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一－

九
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一－

九
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
県
税
事
務
所
の
項
中
「
所
長
」
の
下
に
「　

地
域
事
務
所
所
長
」
を
加
え
、
同
表
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
及

び
視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
中

 

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

に
改
め
、
同
表
農
業
実
践
大
学
校
の

項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の

項
中
「
所
長
」
の
下
に
「　

副
所
長
」
を
加
え
、
同
表
宮
城
大
学
の
項
を
削
り
、
同
表
高
等
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別

支
援
学
校
の
項
中
「
校
長
」
の
下
に
「　

副
校
長
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

七
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規

則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

「

農
業
実
践
大
学
校

」

「

農

業

大

学

校

」

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

四
十
八

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

七
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

七
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
中
「
校
長
」
を
「
校
長
、
副
校
長
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
白
石
市
の
項
中
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「

松
島
公
園
管
理
事
務
所

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

所
長

所
長　

副
所
長　

事
務
局
長

」

「

松
島
公
園
管
理
事
務
所

所
長

」

「

本　
　
　

庁

情
報
セ
ン
タ

ー

（
本
庁
共
通
）

会
計
管
理
者　

部
長　

課
長

　

室
長　

参
事
（
課
長
補
佐

の
職
を
兼
ね
る
者
に
限
る
。）

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

総
務
係
長　

秘
書
係
長　

人

事
係
長　

文
書
係
長

（
財
政
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長　

管
財
係
長　

契

約
係
長

（
企
画
情
報
課
関
係
）

課
長
補
佐　

企
画
係
長

（
行
政
改
革
推
進
室
関
係
）

次
長

館
長

」
を

「

本　
　
　

庁

（
本
庁
共
通
）

会
計
管
理
者　

部
長　

課
長

　

室
長　

参
事
（
課
長
補
佐

の
職
を
兼
ね
る
者
に
限
る
。）

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

総
務
係
長　

秘
書
係
長　

人

事
係
長　

文
書

係
長　

主
査
及
び
主
事
（
職
員
の
人
事
、

給
与
、
服
務
そ
の
他
勤
務
条
件
の
事
務
を

担
当
す
る
職
に
限
る
。）

（
財
政
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長　

管
財
係
長　

契

約
係
長

（
企
画
情
報
課
関
係
）

課
長
補
佐　

企
画
係
長

（
行
政
改
革
推
進
室
関
係
）

次
長

」
に
、

「

福
祉
事
務
所

所
長

を



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
岩
沼
市
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
蔵
王
町
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
七
ヶ
浜
町

の
項
中
「
課
長　

室
長　

所
長
」
を
「
課
長　

室
長
」
に
改
め
、
同
表
南
三
陸
町
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、　

　

別
表
第
二
石
巻
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
の
項
中

　
　

　
　
　

附　

則

号外第25号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （22）

古
典
芸
能
伝

承
の
館

館
長

」

「

福
祉
事
務
所

所
長

」
に
、

「

地
域
子
育
て

支
援
セ
ン
タ

ー心
身
障
害
児

通
園
施
設

勤
労
青
少
年

ホ
ー
ム

働
く
婦
人
の

家

館
長

園
長

所
長

館
長

」
を

「

地
域
子
育
て

支
援
セ
ン
タ

ーあ
し
た
ば
白

石心
身
障
害
児

通
園
施
設

館
長

館
長

園
長

」
に
、

「

図　

書　

館

学
校
給
食
セ

ン
タ
ー

館
長

所
長

」
を

「

図
書
館

情
報
セ
ン
タ

ー古
典
芸
能
伝

承
の
館

学
校
給
食
セ

ン
タ
ー

館
長

館
長

館
長

所
長

」

「

本　
　
　

庁

福
祉
事
務
所

（
本
庁
共
通
）

部
長　

会
計
管
理
者　

課
長

　

室
長　

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長

（
政
策
企
画
課
関
係
）

課
長
補
佐　

秘
書
係
長　

人
事
職
員
係
長

所
長　

室
長

」
を

「

本　
　
　

庁

（
本
庁
共
通
）

部
長　

会
計
管
理
者　

課
長　
　

　

室
長　

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長

（
政
策
企
画
課
関
係
）

課
長
補
佐　

秘
書
係
長　

人
事
職
員
係
長

」

「

教
育
長　

課
長　

会
計
管
理
者

」

「

教
育
長　

課
長

」

「

公　

民　

館

」

「

志
津
川
公
民

館

」

「

図　

書　

館

ス
ポ
ー
ツ
交

流
村

館
長

管
理
事
務
所
長

」
を

「

図　

書　

館

館
長

」
に
改
め
る
。

「

組　

合　

事　

務　

局

万　
　
　

生　
　
　

園

局
長　

次
長　

課
長　

室
長　

総

務
企
画
課
長
補
佐

園
長

」
を

「

組　

合　

事　

務　

局

局
長　

次
長　

課
長　

室
長　

総

務
企
画
課
長
補
佐

」
に
改
め
る
。



　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一－
十
一

人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

人
事
委
員
会
は
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
三
号
）

に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会
の
項
中
「
財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会
」
の
下
に
「（
平
成
四
年

一
月
二
十
二
日
に
財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
表
財

団
法
人
東
北
自
治
研
修
所
の
項
中
「
財
団
法
人
東
北
自
治
研
修
所
」
の
下
に
「（
昭
和
三
十
九
年
三
月
十
日
に
財
団
法

人
東
北
自
治
研
修
所
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
表
財
団
法
人
宮
城
県
国
際
交
流
協
会

の
項
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
国
際
交
流
協
会
」
の
下
に
「（
昭
和
三
十
年
十
二
月
二
十
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
海
外
協

会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
表
財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
の
項
中
「
財

団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
」
の
下
に
「（
平
成
六
年
三
月
八
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
と

い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
表
財
団
法
人
宮
城
県
体
育
協
会
の
項
中
「
財
団
法
人
宮
城
県

体
育
協
会
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十
六
年
八
月
十
三
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
体
育
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法

人
を
い
う
。）」を
加
え
、同
表
財
団
法
人
宮
城
県
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
の
項
中「
財
団
法
人
宮
城
県
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
」

の
下
に
「（
平
成
五
年
二
月
一
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い

う
。）」
を
加
え
、
同
表
財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
振
興
機
構
の
項
中
「
財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
振
興
機
構
」
の
下
に
「（
昭

和
二
十
九
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
工
業
振
興
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、

同
表
財
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
担
い
手
基
金
の
項
中
「
財
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
担
い
手
基
金
」
の
下
に
「（
平
成
二
年
十

月
八
日
に
財
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
担
い
手
基
金
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
表
社
団
法

人
宮
城
県
建
設
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
社
団
法
人
宮
城
県
建
設
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十
三
年
五
月
一
日
に
社

団
法
人
宮
城
県
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
表
社
団
法
人
宮
城

県
林
業
公
社
の
項
中
「
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十
一
年
六
月
二
十
三
日
に
社
団
法
人
宮
城

県
林
業
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
表
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病

院
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
社
団
法
人
宮
城
県
国
際
経
済
振
興
協
会
の
項
中
「
社
団
法
人
宮
城
県
国
際
経
済
振
興
協
会
」
の
下
に
「（
平

成
四
年
十
月
二
十
三
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
国
際
経
済
振
興
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加

え
る
。

　

別
表
第
三
株
式
会
社
仙
台
港
貿
易
促
進
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
昭

和
四
十
九
年
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

委
任
す
る
権
限

　

規
則
七－

三
十
一
第
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
公
害
担
当
技
術
職
員
に
つ
い
て
定
め
る
こ

と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
五
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
委
任
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
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宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
の�
を
削
り
、
同�
か
ら�
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

二
の�
中
「
ト
」
を
「
ヘ
」
に
、「
チ
」
を
「
ト
」
に
、「
リ
」
を
「
チ
」
に
、「
ヘ
」
を
「
ホ
」
に
改
め
、
同�
を

�
と
し
、
同�
か
ら�
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

二
の�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�
　

人
事
委
員
会
規
則
七－
三
十
三－

四
十
九
（
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基

準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

　

二
の�
を
削
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
昭

和
三
十
六
年
人
事
委
員
会
公
示
第
二
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
の�
中
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号

　
　
　

人
事
委
員
会
の
権
限
（
期
末
特
別
手
当
）
の
一
部
委
任
を
廃
止
す
る
告
示

　

平
成
十
二
年
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
期
末
特
別
手
当
）
の
一
部
委
任
）
は
、
廃
止
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
五
号

人
事
委
員
会
の
権
限
（
最
高
の
号
俸
を
超
え
る
給
料
月
額
等
を
受
け
る
職
員
の
給
料
の
切
替
え
）
の
一
部
委
任

を
廃
止
す
る
告
示

　

平
成
十
九
年
人
事
委
員
会
告
示
第
九
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
最
高
の
号
俸
を
超
え
る
給
料
月
額
等
を
受
け
る
職

員
の
給
料
の
切
替
え
）
の
一
部
委
任
は
、
廃
止
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
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